
・放射性物質の放出前
に屋内退避を実施

・必要に応じて安定
ヨウ素剤を服用

・放射性物質の放出前に予防的に避難実施
・避難により健康リスクが高まる者は放射線
防護対策施設への屋内退避を実施
⇒ 安全な避難の準備が整った後に避難

・安定ヨウ素剤を服用

県避難計
画の方針

解析ケース（p2～4）

柏崎刈羽原子力発電所で想定される事故における周辺地域の被ばく線量シミュ

レーションを実施し、避難など防護措置の効果を示すことにより、避難計画に対

する県民の理解向上を図ります。

目的（p1） 記載のページは報告書のページを表す

対象施設
放射性物質の放出事故想定

６,７号機同時７号機単独

ケース４ケース１格納容器からの漏えい放出量が厳しくなる事
故を想定

☞著しい炉心損傷発生と
ともに、炉心冷却機能
及び全交流電源が喪失

☞重大事故等対策により
格納容器は破損しない

ケース５ケース２24時間後
放出

格納容器から
の漏えい及び
フィルタベン
ト使用による
放出 ケース６ケース３7日後

放出

国のケースBに相当

国のケースCに相当

シミュレーション結果
ケース

UPZPAZ

基準に達しませんでした基準に達しませんでした１

７号機
単独

基準に達しませんでした基準を上回りました
実効線量（1.5km地点）、甲状腺等価線量（2.5kmまでの地点）

２

基準に達しませんでした基準を上回りました
甲状腺等価線量（1.5km地点）

３

基準に達しませんでした基準に達しませんでした４

６７号
機同時

基準に達しませんでした
基準を上回りました
実効線量（2.5kmまでの地点）、
甲状腺等価線量（4.5kmまでの地点）

５

基準に達しませんでした基準を上回りました
実効線量（1.5km地点）、甲状腺等価線量（2.5kmまでの地点）

６

被ばく線量シミュレーションの結果について（概要）

○ 県避難計画では、放射性物質が放出される前にPAZでは予防的に避難等
を行うとしており、この措置により、IAEAの基準を上回る被ばくを避け
ることができると見込まれます。

シミュレーションによって得られた線量とIAEAの基準の比較結果は下表のとおりです。

・国シミュレーションの手法を基に、柏崎刈羽地域の実情に合わせた条件（対象施設※1、

気象条件※2等）で、シミュレーションを実施しました。

・本県独自の想定として、７日後ベント（ケース３）や６,７号機同時事故※3（ケース４

～６）についても実施しました。
※1 柏崎刈羽原子力発電所６，７号機（電気出力 各135.6万kＷ）
※2 2021年1月1日～12月31日の柏崎刈羽原子力発電所及び周辺の実データ
※3 放射性物質放出量が7号機単独の２倍となる

※ この他、原子力規制委員会が「原子力災害事前対策の策定において参照すべき線量のめやすについて」
(H30.10)で示した、セシウム137を100TBq放出したケースについても参考として実施しました ☞p31

結果のまとめ（p11,12）

（概要）
○ 今回のシミュレーション結果とIAEAの被ばく線量の基準※を比較した結

果、以下のことがわかりました。

・PAZでは、発電所から2.5kmまでの地点で避難・屋内退避等を必要とする
IAEAの基準に達する場合のあることが示されました。また、4.5kmまでの
地点で安定ヨウ素剤の服用を必要とするIAEAの基準に達する場合のあるこ
とが示されました。（ケース２,３,５,６：フィルタベントを使用したケース）

・UPZでは、IAEAの基準には達しないことが示されました。また、屋内退避
により被ばく線量がより低減されることが示されました。

*放射性物質は、事故発生24時間後 (ケース１,２,４,５) または７日後 (３,６) に原子炉建屋内に漏えいし始め、
ただちに（原子炉建屋の壁はないものとして）大気中に放出され、その後、非常用ガス処理系が稼働して排気筒から
放出するものと想定。p26,27に解説。

※炉心（燃料）に
著しい損傷が発生

事故発生から
24時間後に漏えい*

(～24時間継続)

原子炉建屋原子炉格納容器
※代替循環冷却系

により破損しない

原子炉圧力容器

代替循環冷却
放射性物質の放出量等
（ケース１）
希ガス類 ：33.8万 TBq***
セシウム類 ：3.48 TBq
ヨウ素類 ：96.9 TBqなど

ケース１,４

【事故のイメージ】

***1TBq（テラベクレル）＝１兆Bq（1012Bq）

事故の想定について p3,21,22,26～28

※ 次頁参照

令和７年５月
新潟県原子力安全対策課

フィルタベント
(～12時間継続)

代替循環冷却

ケース２,５

原子炉格納容器
※格納容器の冷却、除熱＃及び

フィルタベントにより破損しない

原子炉圧力容器
※炉心（燃料）に

著しい損傷が発生

原子炉建屋

漏えい*
(～24時間継続)

放射性物質の放出量等
（ケース２）
希ガス類 ：793万TBq***
セシウム類 ：3.74TBq
ヨウ素類 ：93.6TBqなど

事故発生から
24時間後に放出

または
７日後に放出 ケース３,６

放射性物質の放出量等
（ケース３）
希ガス類 ：345万TBq***
セシウム類 ：0.134TBq
ヨウ素類 ：0.75TBqなど

＃代替格納容器スプレイ**
による冷却

＃代替循環冷却系**
による冷却及び除熱

復水貯蔵槽

フィルタ
ベント

** 代替格納容器スプレイ及び代替循環冷却はp21,22に解説

廃棄物処理
建屋



＜結果の見方＞
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安定ヨウ素剤服用に関する判断基準（50mSv/週）

避難・屋内退避等に関する判断基準（100mSv/週）

防護措置がない場合の
被ばく線量

３日間の屋内退避後、
避難した場合の被ばく線量

線量が基準を上回るおそれがある場合、
対策を講じる必要があります

JAEA（(国研)日本原子力研究開発機構）が開発した計算モデルにより、様々な気象条件
の下で、放出点からの距離と防護措置に応じた被ばく線量を計算しました。

風が弱く、雨が降るなど、放射
性物質が拡散しにくく、沈着し
やすい気象条件における線量値

平均的な気象条件における線量値

☜ グラフの縦軸は対数軸
（主目盛りは10倍ずつ増える）

値の変動が100倍以上あるような場合は、通常の
軸ではグラフが見にくくなるため対数軸を使います。

通常の軸

0
1
2
3

シミュレーションについて p23

シミュレーションで想定した事故発生からの時間軸 p28

８日７日６日５日４日３日２日１日事故発生

放出時間
24時間

12時間

（
事
故
進
展
）
（
防
護
措
置
）

24時間
・・・【ケース１,４】

【ケース２,５】

屋内退避（３日間） 屋内退避解除後、屋外にいると想定（５日間）

７日間の被ばく線量を評価

14日13日12日11日10日９日８日７日事故発生

７日間

屋内退避（３日間） 屋内退避解除後、屋外にいると想定（４日間）

７日間の被ばく線量を評価

放出時間
24時間

12時間
【ケース３,６】

ケ
ー
ス
３
、
６

事故発生から７日間で放出される
放射性物質の量を算定し、それら
が左記の時間内で全て放出される
ものとして被ばく線量を計算

：格納容器から漏えい
：フィルタベントによる放出

：格納容器から漏えい
：フィルタベントによる放出

事故発生７日目から14日目までに
放出される放射性物質の量を算定
し、それらが左記の時間内で全て放
出されるものとして被ばく線量を計算

屋内退避による被ばく線量の低減効果 p33,34

今回のシミュレーションでは、特にフィルタベントを使用したケース２,３,５,６
では、上空の放射性雲（プルーム）からの放射線の影響が主となり、木造
家屋による被ばく線量の低減効果は10％程度でした。

ケ
ー
ス
１
、
２
、
４
、
５

（
事
故
進
展
）
（
防
護
措
置
）

鉄筋コンクリート造の施設では、さらに低減が
見込まれます。

ケース３,６ケース２,５ケース１,４

11％低減10％低減23％低減屋内退避による低減率

表 県のシミュレーションにおける屋内退避の線量低減効果

1.00 

0.19 0.08 

屋外滞在時 自然換気のRC造
建屋に屋内退避

陽圧化したRC造
建屋に屋内退避

図の出典：内閣府 ほか「原子力災害発生時の防護措置 -
放射線防護対策が講じられた施設等への屋内退避-」（令
和４年10月）より一部改変

放出源から2.5kmにおける屋外滞在時
の被ばく線量を１として比較

ｚ

ｚ

ｚ

県避難計画における防護措置のフロー p15

事
故
発
生

事故の進展（放射性物質の放出前）

警戒事態 施設敷地
緊急事態 全面緊急事態

要配慮者等の避難準備 要配慮者等の避難実施*

避難準備 避難実施*

安定ヨウ素剤の
服用準備**

国や自治体の指示に基づき
安定ヨウ素剤を服用

屋内退避準備 屋内退避実施

安定ヨウ素剤の
服用準備**

避難、一時移転、
体表面除染の準備

P
A
Z

U
P
Z

*避難が困難な住民等は、適切な避難手段が確保されるまで放射線防護対策施設に屋内退避を行う。
**県安定ヨウ素剤配布計画に基づき、あらかじめPAZ・UPZ内に安定ヨウ素剤を備蓄し、緊急配布できる体制の整備・希望者への事前配布を実施。

500μ㏜/h超→避難 など

安定ヨウ素剤の
服用

空間放射線量率に応じて、段階的に避
難等の防護措置を実施

放
射
性
物
質
の
放
出

例)柏崎刈羽で震度６弱以上の地震 例)全交流電源喪失 例)冷却機能喪失

放射性物質の放出後の経過

（原子力災害対策指針の一部を県がイメージ化）

対象市町村範囲区分
柏崎市、刈羽村・発電所を中心とする半径

概ね5km圏
・主として放射性物質放
出の前に避難が実施でき
るよう準備する区域

PAZ

柏崎市、長岡市、
燕市、見附市、
小千谷市、十日町市、
上越市、出雲崎町

・発電所を中心とする半径
概ね5～30km圏
・事故の不確実性や急速
な進展の可能性などを踏
まえ、防災対策を実施する
区域

UPZ

PAZ：Precautionary Action Zone 予防的防護措置を準備する区域
UPZ：Urgent Protective action planning Zone 緊急時防護措置を準備する区域

新潟県のPAZ及びUPZについて p14

IAEA（国際原子力機関）の基準について p16～19

防護措置判断基準線量

避難、屋内退避等100mSv／週実効線量

安定ヨウ素剤服用50mSv／週甲状腺等価線量

原子力災害時において、被ばく線量が下記の基準を上回るおそれがある場合、対策を
講じる必要があるとされています。

＜実効線量、等価線量について＞
どちらも放射線による人体への影響を評価する線量概念で、単位はシーベルト（Sv）。等価線量
は甲状腺など組織・臓器が個別に受けた影響を、放射線の種類で重み付けして表した値であり、
実効線量は各組織・臓器の等価線量を加重平均して、全身に換算した影響として表した値。

【参考資料】

▼放射性物質放出開始

▼放射性物質放出開始
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【ケース１】 24時間後に原子炉格納容器から漏えい（７号機単独事故） p5

【ケース４】 24時間後に原子炉格納容器から漏えい（６,７号機同時事故）p8

IAEAの判断基準と比較
★ 実効線量 PAZ、UPZともに基準に達しない
★ 甲状腺等価線量 PAZ、UPZともに基準に達しない

☞ PAZ、UPZともにIAEAの基準に達しない結果となりました。

★ 実効線量 PAZ、UPZともに基準に達しない
★ 甲状腺等価線量 PAZ、UPZともに基準に達しない

☞ 上記のケース１（７号機単独事故）の２倍の放出量になりますが、PAZ、UPZともに基
準に達しない結果となりました。
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PAZ内で気象条件により基準を上回った
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【ケース５】 24時間後に漏えい＋フィルタベント（６,７号機同時事故） p9

【ケース２】 24時間後に漏えい＋フィルタベント（７号機単独事故） p6

PAZ内で気象条件により基準を上回った

★ 実効線量 PAZ：（1.5kmで） 気象条件により基準を上回った
★ 甲状腺等価線量 PAZ：（2.5kmまで）気象条件により基準を上回った

〃 （1.5kmで） 基準を上回った（防護措置なしの場合）
☞ フィルタベントを使用した場合、ケース１よりも放出量が大きくなり、拡散しにくい気象条
件では、実効線量が発電所近傍の1.5km地点で避難・屋内退避等の基準を上回りました。

☞ 甲状腺等価線量は、拡散しにくい気象条件ではPAZ内の2.5kmまでの地点で、また平均的な気
象条件でも防護措置がない場合に、1.5km地点で安定ヨウ素剤服用の基準を上回りました。

☞ PAZでは放出前に予防的避難を行いますが、避難が困難な住民等は放射線防護対策施設への
屋内退避により、基準に達する被ばくを避けることができると見込まれます。

☞ UPZでは、実効線量及び甲状腺等価線量ともに基準に達しない結果となりました。

PAZ内で基準を上回った

★ 実効線量 PAZ：（2.5kmまで）気象条件により基準を上回った
★ 甲状腺等価線量 PAZ：（4.5kmまで）気象条件により基準を上回った

〃 （2.5kmまで）基準を上回った

☞ 上記のケース２（７号機単独事故）の２倍の放出量になり、拡散しにくい気象条件では、実
効線量がPAZ内の2.5kmまでの地点で避難・屋内退避等の基準を上回りました。

☞ 甲状腺等価線量は、拡散しにくい気象条件ではPAZ内の4.5kmまでの地点で、また、平均的な
気象条件でも2.5kmまでの地点で、安定ヨウ素剤服用の基準を上回りました。

☞ PAZでは放出前に予防的避難を行いますが、避難が困難な住民等は放射線防護対策施設への
屋内退避により、基準に達する被ばくを避けることができると見込まれます。

☞ UPZでは、実効線量及び甲状腺等価線量ともに基準に達しない結果となりました。

PAZ、 ともに基準に達しない PAZ、 ともに基準に達しない

PAZ、 ともに基準に達しない PAZ、 ともに基準に達しない

１～６いずれのケースも、防護対策なしの場合に比べ、屋内退避により被ばく
線量が低減されることが示されました。

PAZ内で基準を上回った
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PAZ内で気象条件により基準を上回った
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【ケース３】 ７日後に漏えい＋フィルタベント（７号機単独事故） p7

【ケース６】 ７日後に漏えい＋フィルタベント（６,７号機同時事故） p10

★ 実効線量 PAZ、UPZともに基準に達しない
★ 甲状腺等価線量 PAZ：（1.5kmで）気象条件により基準を上回った

☞ ７日後にフィルタベントを使用した場合、ケース２よりも放出までの時間が長くなり放射
能の減衰が進むため、ケース２よりも放出量は少なく、線量も小さくなりました。

☞ 実効線量はPAZ、UPZともに基準に達しませんでした。
☞ 甲状腺等価線量は、拡散しにくい気象条件では、発電所近傍の1.5km地点で安定ヨウ素剤服
用に関する基準を上回りました。

☞ PAZでは放出前に予防的避難を行いますが、避難が困難な住民等は放射線防護対策施設への
屋内退避により、基準に達する被ばくを避けることができると見込まれます。

☞ UPZでは（実効線量とともに）甲状腺等価線量も基準に達しない結果となりました。

★ 実効線量 PAZ：（1.5kmで） 気象条件により基準を上回った
★ 甲状腺等価線量 PAZ：（2.5kmまで）気象条件により基準を上回った

☞ 上記のケース３（７号機単独事故）の２倍の放出量になり、拡散しにくい気象条件では、実
効線量が発電所近傍の1.5km地点で避難・屋内退避等の基準を上回りました。

☞ 甲状腺等価線量は、拡散しにくい気象条件では、 PAZ内の2.5kmまでの地点で安定ヨウ素剤服
用の基準を上回りました。

☞ PAZでは放出前に予防的避難を行いますが、避難が困難な住民等は放射線防護対策施設への
屋内退避により、基準に達する被ばくを避けることができると見込まれます。

☞ UPZでは、実効線量及び甲状腺等価線量ともに基準に達しない結果となりました。

PAZ内で気象条件により基準を上回った PAZ内で気象条件により基準を上回った

PAZ、 ともに基準に達しない

（参考）身の回りの放射線被ばくについて p16
宇宙や大地から受ける自然放射線による外部被ばくや、食物や空気中のラドン等、自
然由来の放射性物質から受ける内部被ばくを合計すると、１年間の日本人の平均被ば
く線量は になり、さらに放射線検査等で受ける医療被ばくの （日本人の
年間平均）を加えると、約 と推定されています。

・原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チームでは、シミュレーションに
より、実効線量と甲状腺等価線量の評価を行いました。

＜結果＞
☞屋内退避を実施せず屋外にいたとしても、UPZ全域において、被ばく線量が
IAEAの判断基準と比較して十分に低いと考えられることが示されました。

☞沈着する放射性核種の量が少ないため、沈着した放射性核種による長期にわ
たっての追加的な被ばく線量も低くなると考えられることが示されました。

☞一方で、全面緊急事態となった直後に重大事故等対策が十分に機能している
と判断することは難しいため、UPZ全域で屋内退避を実施することが必要であ
るとされました。

（参考）国のシミュレーション結果について p24
（Ｒ７.３原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合報告書）


